
施設の使用料が変わります 
 

令和元年（２０１９年）１０月１日から施設の使用料を改定します 

 

雲南市加茂文化ホール の施設使用料は下記のように変わります。 

単位：円 

部屋名 条件 ～９月３０日 １０月１日～ 

大ホール 
冷暖房を使用しない場合 ６，４３０ ６，８２０ 

冷暖房を使用する場合 ８，３７０ ８，８７０ 

ふれあいホール 
冷暖房を使用しない場合 １，８７０ １，９６０ 

冷暖房を使用する場合 ２，４２０ ２，５５０ 

リハーサル室 
冷暖房を使用しない場合 ３７０ ３８０ 

冷暖房を使用する場合 ４１０ ４３０ 

楽屋１・楽屋２ 
冷暖房を使用しない場合 １８０ ２００ 

冷暖房を使用する場合 ２００ ２２０ 

楽屋３ 
冷暖房を使用しない場合 ３７０ ３８０ 

冷暖房を使用する場合 ４１０ ４３０ 

第 1会議室 
冷暖房を使用しない場合 ７２０ ７５０ 

冷暖房を使用する場合 ８００ ８４０ 

第 2会議室 

スタジオ３０３ 

冷暖房を使用しない場合 ３７０ ３８０ 

冷暖房を使用する場合 ４１０ ４３０ 

※ ９月３０日以前に予約された場合も、実際の使用日が１０月１日以降であれば新しい使用料が 

適用されます。 

※ 営利目的で利用された場合は上記の使用料の１０割増し（２倍）となります。 

※ 駐車場占有利用については雲南市都市公園条例（平成 16 年雲南市条例第 276 号）に準じます。 

 

利用者の皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いします。 

 

お問い合わせ先 

雲南市教育委員会文化財課 ＴＥＬ（０８５４）４０－１１０４ 

雲南市加茂文化ホール ＴＥＬ（０８５４）４９－８５００ 
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